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告 示■

◎群馬県告示第１０３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３１年４月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 高崎渋川線 北群馬郡吉岡町大字小倉字蟹沢２１３ 前 ２４．８～１４１．３ ２４５６．８
番の２地先から渋川市行幸田字天神下
６３番の１地先まで 後 ２４．８～４０．６ ２４５６．８

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

平成３１年４月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 佐波郡玉村町大字上飯島３４３ 東京都西東京市芝久保町四丁目２６番３号
株式会社東栄住宅 代表取締役 西野弘

２ 邑楽郡板倉町大字除川字口伝１２０１－１０ 邑楽郡板倉町大字除川１１７９番地の１
島田和男

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第３３号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。

平成３１年４月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平
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１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３２，７０４

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ３０４，３９６

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数

選挙区名 ３分の１の数

北群馬郡 ９，７９５

甘楽郡 ６，６３９

吾妻郡 １５，９１３

利根郡 ９，７３５

佐波郡 １０，１１４

邑楽郡 ２７，５８８

前橋市 ９３，５２７

高崎市 １０３，５６２

桐生市 ３２，１１５

伊勢崎市 ５６，０３０

太田市 ５９，１１４

沼田市 １３，６４７

館林市 ２１，００９

渋川市 ２２，２８５

藤岡市・多野郡 １９，５００

富岡市 １３，７５０

安中市 １６，６８３

みどり市 １４，０５５

◎群馬県選挙管理委員会告示第３４号

病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院ならびに老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき施設の定

め等の告示（昭和４１年群馬県選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。

平成３１年４月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

表１の項中「羽附町１７４１番地」を「赤生田町２２６７番１」に改める。
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◎群馬県選挙管理委員会告示第３５号

高崎市選挙管理委員会は、次の施設について公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３号

の施設の指定を取り消した。

平成３１年４月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

施設の名称 所在地 種別 収容人員 面積 指定取消年月日

勤労青少年ホーム 高崎市並榎町１２３番地 体育館 １５０人 ６６９㎡ 平成３１年３月１日

監査委員公告■

◎監査公表第９号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づく住民監査請求について、同条第４項の

規定により監査の結果を次のとおり公表する。

平成３１年４月２３日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 林 章

同 萩 原 渉

同 水 野 俊 雄

群馬県職員措置請求監査結果

第１ 請求人

群馬県安中市野殿９８０番地

小川 賢

第２ 請求書の提出

平成３１年２月２２日

第３ 請求の内容

１ 請求の要旨

県道高崎渋川線バイパス（仲原交差点～新蟹沢大橋付近）の中央分離帯部に使用された一部の建設資材から、

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号。以下「土対法」という。）で定める基準値を超える「鉛」及び

「砒素」が検出された。
ひ

本来、ＪＩＳ規格などルールに適合していなければならない材料を使用すべきところ、ルール不適合の有害

物質を持ち込んだ工事施工事業者や、有害物質を排出したＡ社、そしてＡ社から有害物質を受け取り、工事施

工事業者に供給したＢ社は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒いた責
ま

任は重い。県は、土壌分析調査及び現場立入防止対策を実施したが、原因者に対しこれらの費用を請求し、公

金からの支出を取り戻さなければならない。

よって、監査委員は、県土木に対して、不当に支出された上記の公金計１，７４７，８００円を一刻も早く
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回収せしめるよう勧告されたい。

２ 事実証明書（各事実証明書の表題は、措置請求書等における請求人の記載をそのまま使用した。ただし、陳

述実施時に請求人から追加提出された資料は、表題の記載がないため、当監査委員において表題を記載し、事

実証明書８及び９として付番した。）

(1) 事実証明書１ 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の実施箇所

(2) 事実証明書２ 保護路肩部の建設資材の環境調査結果

(3) 事実証明書３ ２０１８年２月２日付の濃度計量証明書

(4) 事実証明書４ ２０１８年１１月１６日付の公文書開示請求書

(5) 事実証明書５ ２０１８年１１月３０日付の公文書部分開示決定通知書／公文書不存在決定通知書

(6) 事実証明書６ ２０１８年８月１日付の業務委託変更契約書

(7) 事実証明書７ ２０１８年７月２７日付の見積書

(8) 事実証明書８ ２０１７年４月１９日付のＡ社宛て公開質問状ほか

(9) 事実証明書９ ２０１９年２月１８日付の公文書非開示決定の取消しについて（通知）ほか

第４ 請求の受理

本件措置請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「地自法」という。）第２４２条第１項に規

定する要件を具備しているものと認め、平成３１年２月２７日に受理を決定した。

第５ 監査の実施

１ 監査対象事項

本件措置請求に係る措置請求書及び事実証明書の記載を総合し、監査対象事項は次のとおりとした。

県道高崎渋川線バイパスの中央分離帯部に使用された一部の建設資材から検出された有害物質の撤去に当た

り措置に要した費用の回収について

２ 監査対象機関

県土整備部建設企画課（以下「建設企画課」という。）

県土整備部高崎土木事務所（以下「高崎土木事務所」という。）

３ 請求人の陳述及び証拠提出

平成３１年３月１２日、地自法第２４２条第６項の規定により、請求人の陳述を聴取した。また、請求人か

ら新たな証拠として事実証明書８及び９の追加提出があった。

４ 監査対象機関の対応

平成３１年３月１４日、監査対象機関に対するヒアリングを実施し、同日以後関係書類の調査等を行ったと

ころ、以下のとおりであった。

(1) 「ルール不適合の有害物質（以下「有害物質」という。）を持ち込んだ工事施工事業者や、有害物質を工

事施工事業者に供給したＢ社は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒
ま

いたこと」について

当時（平成２３年度）の工事記録が、文書保存期間（５年）を満了し廃棄されているため、建設資材の材

料を特定することができない。また、施工業者（Ｃ社及びＤ社。以下「本件施工業者」という。）であって

も、見た目が通常の砕石と変わらず、誤って使用してしまったほどで、県としても、一部の建設資材に有害

物質が含まれていることに気がつかなかった。

(2) 「土壌分析調査費用や現場立入防止対策費用（以下「土壌分析調査等費用」という。）」について

県が土壌分析調査等費用を支出したことは事実である。

(3) 「不当に支出された上記の公金計１，７４７，８００円」について
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ア 支出までの経緯

平成３０年２月 ７日 請求人が建設企画課に対し、採取した試料から有害物質（土対法で定める基準

値を超える鉛及び砒素）が検出されたことを示す分析結果を提出
ひ

６月１４日 上記分析結果の透明性を確保するため、高崎土木事務所自らが土壌分析調査を

発注

７月 ５日 上記土壌分析調査の速報値の段階で土壌溶出量調査の結果が環境基準を超過し

ていることが判明したことにより、今後の対応方針を検討するため、高崎土木事

務所が土壌分析調査の工期を２箇月延長

７月２７日 建設企画課が県ホームページにより、一部の建設資材から有害物質（土対法で

定める基準値を超える鉛及び砒素）が検出されたとする土壌分析調査の結果及び
ひ

今後の対応を公表

高崎土木事務所が現場立入防止対策工事を発注、即日完成

高崎土木事務所が本件施工業者に対し、群馬県建設工事請負契約約款（以下

「契約約款」という。）第４１条第１項及び第２項の規定に基づき、工事目的物

の瑕疵修補請求に係る通知を発出

８月 ６日 高崎土木事務所が本件施工業者から上記瑕疵修補請求に応じる旨の回答書を収

受

８月２１日 本件施工業者が有害物質撤去に係る工事に着手

９月２８日 本件施工業者による有害物質撤去工事が完了

１０月１２日 高崎土木事務所が本件施工業者に対し、土壌分析調査等費用を損害賠償請求

１０月１７日 高崎土木事務所がＣ社から損害賠償請求額を回収

１０月１８日 高崎土木事務所が土壌分析調査費用を支払

１０月１９日 高崎土木事務所がＤ社から損害賠償請求額を回収

１０月３１日 高崎土木事務所が現場立入防止対策費用を支払

イ 支出の不当性

土壌分析調査については、調査結果の透明性を確保する必要があった。また、現場立入防止対策につい

ては、速やかに中央分離帯部への立入禁止措置を講じる必要があった。よって、県が発注し、費用を支出

したことは正当である。

(4) 支出額について

支出額は、請求人が主張する公金１,７４７,８００円ではなく１,７６５,８００円であり、その差異

１８,０００円は、現場立入防止対策費用が税込み価格ではなかったことによるものである。

５ 回収措置

(1) 回収の根拠法令について

土壌分析調査等費用については、契約約款第４１条を根拠とし、本件施工業者の瑕疵担保責任に基づき損

害の賠償を請求することとした。

(2) 回収について

損害額を工事延長で按分し、平成３０年１０月１２日付けで本件施工業者に対して工事目的物の瑕疵に係

る損害賠償の請求を行い、Ｃ社から平成３０年１０月１７日に、Ｄ社から平成３０年１０月１９日に、合計

１，７６５，８００円を全額回収した。

第６ 監査委員の判断
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１ 結論

群馬県知事は、監査対象事項である費用の請求を適正に行い、及び既に回収していることから、請求人の主

張する財産の管理を怠る事実は存在していないと認められるため、これを棄却する。

２ 判断の理由

請求人は、群馬県知事が有害物質を搬入した施工業者等に対して土壌分析調査等費用の回収の措置を講じな

いことは財産の管理を怠る事実に該当するとして、施工業者等から回収するよう群馬県知事に監査委員が勧告

するよう求めているものと解される。

当該財産の管理を怠る事実が認められるためには、県が土壌分析調査等費用を支出し、及び施工業者等から

土壌分析調査等費用を回収していない状態でなければならない。

これを本件についてみるに、県は、有害物質を特定し、その後の対応方針を検討するために土壌分析調査を

実施し、及び現地における安全確保のために現場立入防止対策を講じたものであり、これらの業務に対して公

費を支出したのである。また、土壌分析調査等費用については、契約約款第４１条第１項及び第２項の規定に

より、既に県が本件施工業者に請求し、及び本件施工業者から回収され、県の歳入となっていることが確認さ

れたことから、請求人の主張する県の損害は補填されており、財産の管理を怠る事実は存在していない。

以上

◎監査公表第１０号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により実施した定期監査の

結果を次のとおり公表する。

平成３１年４月２３日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 林 章

同 萩 原 渉

同 水 野 俊 雄

１ 監査の対象及び主眼 県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が、法令等の

趣旨にのっとって適正に行われているか、最少の経費で最大の効果が挙がるよう事務運営がなされているか並び

に組織及び運営の合理化に努めているかを主眼に監査を実施した。

２ 監査対象年度 平成３０年度

３ 監査対象機関 地域機関等５５機関

４ 監査結果の概要

(1) 指摘事項（適正を欠くと認められ、改善を要するもの） なし

(2) 注意事項（軽易な誤りがあり、改善を要するもの） ３件

(3) 検討事項（事務の効率化等の面から検討を要するもの） なし

５ 機関別監査結果

(1) 教育委員会

監査の結果
監査対象機関
(監査年月日)
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勢多農林高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日）

前橋工業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

前橋商業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

高崎高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

高崎東高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

高崎北高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

榛名高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

高崎女子高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

吉井高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

高崎工業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

高崎商業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

桐生高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

桐生女子高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

桐生工業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

伊勢崎高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

伊勢崎清明高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月１９日)

伊勢崎興陽高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

伊勢崎工業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

伊勢崎商業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

太田高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)
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太田東高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

太田女子高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

新田暁高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

太田工業高等学校 （注意事項）
(平成３１年２月２２日) 所得税法第１８３条第１項において、給与等の支払をする者は、その支払

の際、その給与等についての所得税を徴収し、徴収した日の属する月の翌月
１０日までに国に納付しなければならないとされている。
当該機関は、平成３０年６月２９日及び同年１２月１０日に非常勤講師７

名に対し、県立学校等非常勤講師取扱規程第１７条第１項の規定に基づく報
酬の増額支給を行い、その支払の際に所得税及び復興特別所得税として、そ
れぞれ４２，１１３円及び４５，９２０円を源泉徴収したが、それぞれの納
付期限が同年７月１０日及び平成３１年１月１０日であったにもかかわら
ず、事務監査日（平成３１年２月２２日）現在まで所轄税務署に納付してい
なかった。

太田フレックス高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

利根実業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

館林高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２２日)

館林女子高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

渋川青翠高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

渋川工業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

藤岡中央高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

富岡高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日）

万場高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

下仁田高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

吾妻中央高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

長野原高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

嬬恋高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)
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板倉高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

中央中等教育学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

盲学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

聾学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

しろがね特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年３月５日)

前橋高等特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年３月５日)

赤城特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年３月５日）

高崎特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年３月５日)

高崎高等特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年３月５日)

二葉特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年３月５日)

二葉高等特別支援学校 （注意事項）
(平成３１年３月５日) 県立学校非常勤職員の休暇等取扱要領（以下「要領」という。）第５条第

１項各号に掲げる休業、休暇等は無給とするとされている。
当該機関は、非常勤嘱託職員に要領第５条第１項第８号に掲げる介護休暇

の申請を受け、平成３０年７月２６日から同年８月１７日までの間に合計５
日の休暇を承認したが、無給としていなかった。

桐生特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年３月５日)

伊勢崎特別支援学校 （注意事項）
(平成３１年３月５日) 県立学校非常勤職員の休暇等取扱要領（以下「要領」という。）第５条第

１項各号に掲げる休業、休暇等は無給とするとされている。
当該機関は、非常勤嘱託職員から要領第５条第１項第５号に掲げる子の看

護休暇の申請を受け、平成３１年２月１日から同月５日までの間に合計３日
の休暇を承認したが、無給としていなかった。

伊勢崎高等特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年３月５日)

沼田特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年２月２６日)

館林特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年３月５日)

館林高等特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３１年３月５日)

渋川特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
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(平成３１年３月５日)

◎監査公表第１１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、群馬県知事等から講じた措置につい

て通知があったので、次のとおり公表する。

平成３１年４月２３日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 林 章

同 萩 原 渉

同 水 野 俊 雄

監 査 対 象 機 関 衛生環境研究所

監査結果の公表年月日 平成３１年２月２６日（群馬県報第９６７７号）監査公表第２号

監 査 の 結 果 （注意事項）
群馬県財務規則第１９０条第１項の規定により、物品を購入する場合、予定価格が

１０万円以上の契約をするときは、なるべく３人以上の者から見積書を徴さなければ
ならないこととされ、群馬県財務規則運用通知（平成１２年３月３１日会第２８号）
により、一度で結ぶべき契約を数回に分けて同項第１号の規定を適用させることのな
いようにすることとされている。
当該機関は、物品の購入に当たり、同一日に同一の者を相手方とする「物品購入等

回議書」を複数回、起案したが、予定価格の合計額が１３０，１４０円であり、計画
的に発注を行っていれば、３人以上の者から見積書を徴するなどして、経費を削減す
ることができた可能性があった。

講 じ た 措 置 再発防止のため、財務規則等の周知徹底を行うとともに、複数の職員による確認を
徹底し、チェック体制を強化することとした。

監 査 対 象 機 関 こころの健康センター

監査結果の公表年月日 平成３１年２月２６日（群馬県報第９６７７号）監査公表第２号

監 査 の 結 果 （指摘事項）
当該機関は、非常勤嘱託職員に係る健康保険料、厚生年金保険料及び介護保険料に

関する手続について、次のとおり適正を欠くものがあった。
(1) 健康保険法第４８条及び同法施行規則第２７条並びに厚生年金保険法第２７条及
び同法施行規則第１９条の５において、適用事業所の事業主は、被保険者の賞与額
に関する事項を、賞与を支払った日から５日以内に保険者及び厚生労働大臣に届け
出なければならないとされている。
当該機関は、平成３０年６月２９日に支給した非常勤嘱託職員の期末手当相当額

に関する事項について、支払った日から５日以内に届け出なかったため、支給時に
控除した健康保険料、厚生年金保険料及び介護保険料の保険料額の決定がなされ
ず、同年９月３０日まで歳計外現金に２０４，９７２円の残金が生じていた。

(2) 健康保険法第３６条及び厚生年金保険法第１４条において、その事業所に使用さ
れなくなった日の翌日に、被保険者は資格を喪失するとされており、健康保険法第
４８条及び同法施行規則第２９条並びに厚生年金保険法第２７条及び同法施行規則
第２２条により、事業主が被保険者の資格の喪失に関する事項を保険者及び厚生労
働大臣に届け出なければならないとされている。



12

第９６９３号平成３１年４月２３日（火） 群 馬 県 報

当該機関は、平成３０年６月３０日に退職した非常勤嘱託職員について、資格喪
失日を同年７月１日とすべきところを、誤って同年６月３０日と届け出たため、６
月分報酬及び期末手当相当額の支給時に控除した健康保険料及び厚生年金保険料の
保険料額の決定がなされず、事務監査日（同年１１月２８日）現在において、歳計
外現金に４２，３１５円の残金を生じさせ､結果として、当該非常勤嘱託職員の健
康保険等の加入期間に係る更正手続が必要となった。

講 じ た 措 置 非常勤嘱託職員の期末手当相当額に係る届出及び歳計外現金の払出し手続について
は、事務監査日現在には完了していたが、今後は、期限までに当該届出を提出するよ
う徹底するとともに、複数の職員で確認を行うこととした。
非常勤嘱託職員の資格喪失届については、事務監査終了後、速やかに所管年金事務

所で更正手続を行い、歳計外現金残額の払出し手続を平成３１年１月４日に完了させ
た。
今後は、今回と同様の事例が再び発生しないよう該当の法律や手続について再確認

するとともに、複数の職員で確認を行うなど、事務処理を改善することとした。

監 査 対 象 機 関 林業試験場

監査結果の公表年月日 平成３１年２月２６日（群馬県報第９６７７号）監査公表第２号

監 査 の 結 果 （指摘事項）
健康保険法第４８条及び同法施行規則第２４条において、適用事業所の事業主は、

被保険者の資格の取得に関する事項を、当該事実があった日から５日以内に保険者等
に届け出なければならないとされている。また、厚生年金保険法第２７条及び同法施
行規則第１５条において、適用事業所の事業主は、被保険者の資格の取得に関する事
項を、当該事実があった日から５日以内に厚生労働大臣に届け出なければならないと
されている。
当該機関は、平成３０年５月２１日に健康保険及び厚生年金保険の被保険者となる

臨時雇用者１名を雇用したが、事務監査日（同年１０月３１日）現在において、資格
の取得に関する事項を届け出ないまま賃金から被保険者負担分の保険料を控除してお
り、歳計外現金に４９，６４８円の残金が生じていた。
（注意事項）
群馬県財務規則第９５条第１項において、資金前渡職員は、前渡金に係る用件終了

後１０日以内に、前渡金精算書を作成して証拠書類を添え、支出命令者の確認を受け
なければならないとされている。
当該機関は、平成３０年９月２６日に資金前渡された負担金１５，３４０円及び手

数料６００円について、事務監査日（同年１０月３１日）現在において、用件終了後
１０日を超えていたにもかかわらず、前渡金の精算を行っていなかった。

講 じ た 措 置 未届けとなっていた被保険者の資格の取得に関する事項については、所管年金事務
所に平成３１年１月２２日に届け出た。また、歳計外現金の残金については、払出し
手続を平成３１年２月２１日に行った。
今後は、再発防止のため、健康保険及び厚生年金保険に係る関係法令等の確認を徹

底し、適正な事務を遂行するとともに、複数の職員による確認を徹底することで、チ
ェック体制の強化を図ることとした。
前渡金の精算については、再発防止に向けて、複数の職員による確認を徹底するな

どチェック体制の強化を図り、今回と同様の事例が発生しないよう事務処理を改善す
ることとした。

監 査 対 象 機 関 群馬産業技術センター

監査結果の公表年月日 平成３１年２月２６日（群馬県報第９６７７号）監査公表第２号

監 査 の 結 果 （注意事項）
当該機関は、平成３０年６月１８日付けで契約締結した特殊業務従事者健康診断業

務委託について、複数の項目を設定する複数単価契約とし、各項目ごとに予定単価を
設定していたが、複数の項目において、予定単価を上回る見積単価をもって契約して
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いた。
また、見積依頼通知に予定数量や契約相手方の決定要件などを記載していなかっ

た。

講 じ た 措 置 関係法令及び規則等の遵守を徹底し、同様の事態が発生しないよう契約事務の基本
手続について、所属内で再度周知確認を行うとともに、複数職員による確認などチェ
ック体制を強化し、再発防止を図ることとした。

監 査 対 象 機 関 渋川行政県税事務所

監査結果の公表年月日 平成３１年２月２６日（群馬県報第９６７７号）監査公表第２号

監 査 の 結 果 （注意事項）
群馬県財務規則第９５条第１項において、資金前渡職員は、前渡金に係る用件終了

後１０日以内に、前渡金精算書を作成して証拠書類を添え、支出命令者の確認を受け
なければならないとされている。
当該機関は、平成３０年６月８日に資金前渡された負担金７，５００円について、

事務監査日（同年１１月２９日）現在において、用件終了後１０日を超えていたにも
かかわらず、前渡金の精算を行っていなかった。

講 じ た 措 置 精算を行っていなかった前渡金については、事務監査後速やかに群馬県財務規則に
基づき精算を行った。
今後は、再発防止に向けて複数の職員による確認を徹底するなどチェック体制の強

化を図り、適正な事務処理の確保に努めることとした。

監 査 対 象 機 関 藤岡行政県税事務所

監査結果の公表年月日 平成３１年２月２６日（群馬県報第９６７７号）監査公表第２号

監 査 の 結 果 （注意事項）
契約に当たっては、地方自治法第２３４条第３項で「予定価格の制限の範囲内で最

高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とする」とあり、群馬県財
務規則運用通知（規則第１６９条関係）では、「予定価格は、収入の原因となる契約
にあっては、契約しうる最低の限度額を意味する。」とある。
当該機関は、平成３０年５月１８日付けで古紙等資源物売買契約（複数単価契約）

を締結し、古紙等資源物を定期的に業者に売り払い、その代金を雑入として受け入れ
ているが、４項目ある契約単価の全てが予定価格を下回っていた。

講 じ た 措 置 契約事務における予定価格の作成及び価格決定を含む契約の締結について、複数の
職員による確認を再度徹底するなど、あらためてチェック体制の強化を図ることで、
適正な事務処理を確保し、再発を防止することとした。

監 査 対 象 機 関 沼田警察署

監査結果の公表年月日 平成３１年２月２６日（群馬県報第９６７７号）監査公表第２号

監 査 の 結 果 （注意事項）
群馬県収入証紙条例施行規則第１５条第１項において、地域機関等の長は、毎月証

紙消印実績簿に基づいて証紙消印実績報告書を作成し、歳入の区分に応じ、当該歳入
の事務を所管する課長等に提出しなければならないとされている。
当該機関は、群馬県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例に基づく講習手数料に

係る平成３０年９月分の証紙消印実績報告書を作成する際、３０，６５０円とすべき
ところを誤って６８，６５０円とし、本部会計課長に提出した。

講 じ た 措 置 正しい証紙消印実績額との差額３８，０００円については平成３０年１１月分の報
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告において、減額訂正した証紙消印実績報告書を作成し、本部会計課長に提出した。
再発防止に向けて、証紙消印実績簿と証紙消印実績報告書について複数の職員によ

る確認を徹底するなどチェック体制の強化を図り、適正な事務処理の確保に努めるこ
ととした。

公益財団法人群馬県児童健全育成事業団監 査 対 象 機 関

監査結果の公表年月日 平成３１年２月２６日（群馬県報第９６７７号）監査公表第４号

監 査 の 結 果 （注意事項）
当該団体は、指定管理者として、ぐんまこどもの国児童会館の管理及び運営に関す

る基本協定書第５条の規定に基づき管理及び運営の業務等を行い、清掃業務について
は、専門の事業者に委託をしている。
業務の委託に関しては、群馬県児童健全育成事業団会計規程第４３条の規定によ

り、予定価格が５０万円以上の場合、３人以上を指名しての競争入札によらなければ
ならないこととされており、同規程第４４条第１項第１号の規定により、予定価格が
２０万円以上（工事並びに修繕にあっては３０万円）の随意契約をしようとするとき
は、なるべく３人以上の者から見積書を徴さなければならないこととされている。ま
た、同規程第５４条の規定により、この規程に定めるもののほか、会計及び財務の手
続きに関し必要な事項は、群馬県財務規則を準用することとされている。
当該団体は、清掃業務委託契約に係る指名競争入札において、第２回目入札の応札

者が一者で不調となったため、競争入札手続をやり直すか、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第８号の規定により随意契約に移行するべきところ、当該応札者と第
２回目の入札価格をもって随意契約を締結したため、結果として、契約金額は競争入
札に付するときに定めた予定価格を超えていた。

講 じ た 措 置 再発防止に向けて、当該団体は、会計事務担当者を含む職員が適正な会計事務の執
行に必要な知識を習得するために、職員に平成３１年２月８日に開催された県主催の
会計事務に関する研修を受講させた。今後も職員に対して必要に応じて同様の研修を
受講させるとともに、会計事務について、複数の職員による確認を行うなどチェック
機能の強化を図ることとした。
県としても、当該団体が関係法令等を遵守し、適正な会計事務を執行していくよう

指導することとした。

監 査 対 象 機 関 ぐんま昆虫の森

監査結果の公表年月日 平成３１年３月２６日（群馬県報第９６８５号）監査公表第７号

監 査 の 結 果 （注意事項）
群馬県財務規則第９５条第１項において、資金前渡職員は、前渡金に係る用件終了

後１０日以内に、前渡金精算書を作成して証拠書類を添え、支出命令者の確認を受け
なければならないとされている。
当該機関は、平成３０年５月１６日に資金前渡された負担金７，５００円につい

て、事務監査日（平成３１年１月２２日）現在において、用件終了後１０日を超えて
いたにもかかわらず、前渡金の精算を行っていなかった。

講 じ た 措 置 精算を行っていなかった前渡金については、事務監査日の翌日に、精算処理を行っ
た。
今後、財務会計システムの操作方法に十分留意するとともに、複数の職員による確

認等、所属内でのチェック体制を強化し、再発防止に努めることとした。

落 札■
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次のとおり落札者を決定した。

平成３１年４月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 県政広報紙「ぐんま広報」及び「群馬県議会だより」の新聞折込配布委

託業務 １回につき６３４，０００部を１２回

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県総務部広報課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 落札者を決定した日 平成３１年３月２５日

４ 落札者の名称及び所在地 群馬連合新聞折込株式会社 群馬県前橋市古市町一丁目５０番地２４

５ 落札金額 ６５，３７４，２７６円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成３１年２月１２日

次のとおり落札者を決定した。

平成３１年４月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 県政広報紙「ぐんま広報」及び「群馬県議会だより」の製作・発行委託

業務

「ぐんま広報」 １回につき６５６，５００部 １２回発行

「群馬県議会だより」 １回につき６５７，１００部 ４回発行

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県総務部広報課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 落札者を決定した日 平成３１年３月２６日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社桐生タイムス社 群馬県桐生市東四丁目５番２１号

５ 落札金額 ３２，２１８，２１４円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成３１年２月１２日

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成３１年４月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 住民基本台帳ネットワークシステムにおける都道府県ネットワーク

の監視及び保守に関する業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県総務部市町村課 群馬県前橋市大手町一丁目１番

１号
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３ 随意契約の相手方を決定した日 平成３１年４月１日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 地方公共団体情報システム機構 東京都千代田区一番町２５番地

５ 随意契約に係る契約金額 ５７，７７８，６９２円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第１号該当

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成３１年４月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 群馬自治体情報セキュリティクラウド運用保守業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県企画部情報政策課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 平成３１年３月２５日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 株式会社両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地

５ 随意契約に係る契約金額 ７０，４４６，２００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当

次のとおり落札者を決定した。

平成３１年４月２３日

群馬県教育委員会教育長 笠 原 寛

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 県立学校基本ソフトウェアライセンス ５，０５０名（ライセンス数は、

教育対象ユーザーカウントによる。）

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県教育委員会事務局管理課 群馬県前橋市大手町一

丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 平成３１年３月１５日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ナブアシスト 群馬県前橋市元総社町５２１番８号

５ 落札金額 ３１，３００，３９８円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成３１年２月１日
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次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成３１年４月２３日

群馬県教育委員会教育長 笠 原 寛

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 「はばたけ！ぐんまの子どもたち」の制作及び放送 １回につき３

０分間を平成３１年１０月３日から平成３２年３月２６日まで２４回

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県教育委員会生涯学習課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 平成３１年４月１日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 群馬テレビ株式会社 群馬県前橋市上小出町三丁目３８番地の２

５ 随意契約に係る契約金額 ６３，０３８，８００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第１号該当
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